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告 示

北海道告示第２４２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、月形土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。

平成２３年４月８日
北海道知事 高 橋 はるみ

就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２３．３．２７ 理 事 山 際 榮 二 樺戸郡月形町字知来乙３５８９番地１
同 同 同 皆 川 一 夫 同 月形町１１番地の２
同 同 同 渡 辺 祥 紀 同 月形町字南耕地３６２２番地１
同 同 同 後 藤 英 一 同 月形町字雁里８番地１６
同 同 同 鹿 嶋 春 雄 同 月形町字アッカルシュナイ１８６３番地１４
同 同 同 矢 萩 美 幸 同 月形町１００９番地の１６１
同 同 同 佐 藤 博 次 同 月形町９９９番地９３２
同 同 同 山 田 啓 一 同 月形町字札比内１１２２番地
同 同 監 事 溝 口 智 孝 同 月形町字南耕地１４７５番地３
同 同 同 前 田 和 美 同 月形町１０１０番地の４０７
退 任 同 ２３．３．２６ 理 事 山 際 榮 二 同 月形町字知来乙３５８９番地１
同 同 同 皆 川 一 夫 同 月形町１１番地の２
同 同 同 渡 辺 祥 紀 同 月形町字南耕地３６２２番地１
同 同 同 山 � 武 同 月形町字枯木番外地
同 同 同 岩 村 和 男 同 月形町字知来乙１６１番地
同 同 同 鹿 嶋 春 雄 同 月形町字アッカルシュナイ１８６３番地１４
同 同 同 長 瀬 繁 一 同 月形町字札比内１１２４番地２４
同 同 同 佐 藤 博 次 同 月形町９９９番地９３２
同 同 同 池 上 一 紀 同 月形町字札比内１２７２番地の２
同 同 監 事 溝 口 智 孝 同 月形町字南耕地１４７５番地３
同 同 同 前 田 和 美 同 月形町字１０１０番地の４０７

北海道告示第２４３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２３年３月３０日、南
美原土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２４４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の
規定により、�別市土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更
の認可の申請を適当と決定した。
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編集 総務部人事局
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その関係書類は、北海道空知総合振興局に備え置いて、平成２３年４月１２日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２４５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成２３年４月１２日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
国 府 農用地改良保全施設 北海道上川総合振興局

きよ

えんべつ 農業用用排水施設、区画整理、暗渠排水 北海道留萌振興局
苫 前 区画整理 同

きよ れき

川西中央 農業用用排水施設、客土、暗渠排水、区画整理、除礫 北海道十勝総合振興局

北海道告示第２４６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（新
きよ

高倉北地区経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、客土、暗渠排水、区画
整理））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道石狩振興局に備え置いて、平成２３年４月１２日から２０日間、一般の
縦覧に供する。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２４７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第１０条第１
項の規定により、平成２３年３月３１日、新十津川町の行う土地改良（浦臼第１地区維持管理）
事業の施行に同意した。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定により、紋別市の行う土地

改良（元西地区災害復旧［農地］）事業の工事を平成２３年１月１７日に完了した旨の届出が
あった。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２４９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 石狩市厚田区古潭１０４の２３・４３６の２（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町静内神森３２１の６・３２１の７・３２２・
３２３の２・３２３の３・３２３の４９（以上６筆について次の図
に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係振興局産業振
興部林務課並びに石狩市役所及び新ひだか町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５０号
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森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 河東郡上士幌町字上士幌２５４の１・２５４の２（以上２筆

について次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 農道用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝総合振興局産業振興部林務課及び上士幌
町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 斜里郡斜里町（国有林。次の図に示す部分に限

る。）
� 保安林として指定された目的 潮害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 斜里郡斜里町（国有林。次の図に示す部分に限

る。）
� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び斜里町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５２号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
虻田郡ニセコ町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

釧路市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに釧路市役所及びニセコ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３３条第３項の規定に
よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を浦幌町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２３年農
林水産省告示第４９８号のとおりである。
平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
十勝郡浦幌町字円山１、字常豊２５５の１、２５５の２、２５５の４、２５６の１所在の森林について
所有権を有する 高井 正一
十勝郡浦幌町字常豊２５５の３所在の森林について所有権を有する 高井 玉栄

北海道告示第２５４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３３条第３項の規定に
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よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条

の規定により、その通知の内容を関係町村役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２３年

農林水産省告示第５９９号のとおりである。

平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 所在が不分明な者

中川郡豊頃町農野牛１５２０所在の森林について所有権を有する 松本 禎一

中川郡豊頃町農野牛９９７所在の森林について所有権を有する 中野 真由美

� 掲 示 場 所 豊頃町役場

２� 所在が不分明な者

苫前郡初山別村字初山別２８５所在の森林について所有権を有する

麻里 悌三、麻里 ミツ、麻里 真三

� 掲 示 場 所 初山別村役場

３� 所在が不分明な者

天塩郡遠別町字共栄４３３から４３６まで所在の森林について所有権を有する

門野 新一郎

� 掲 示 場 所 遠別町役場

北海道告示第２５５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３３条第３項の規定に

よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条

の規定により、その通知の内容を奥尻町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２３年農

林水産省告示第６００号のとおりである。

平成２３年４月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

所在が不分明な者

奥尻郡奥尻町字松江６９所在の森林について所有権を有する 古河原 勇

奥尻郡奥尻町字松江６６所在の森林について所有権を有する 大須田 澄

奥尻郡奥尻町字松江６５の１所在の森林について所有権を有する 大須田 正治

奥尻郡奥尻町字松江７２所在の森林について所有権を有する 杉野 加久則

奥尻郡奥尻町字奥尻４５２から４５４まで所在の森林について所有権を有する 矢部 知一

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第９８号

次のとおり一般競争入札 （以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年４月８日

北海道空知総合振興局長 羽 貝 敏 彦
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
デジタルモノクロ複合機の賃貸借 一式（１台）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２３年６月１日から平成２８年５月３１日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の賃貸借（複写機）の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。

� 当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年４月１５日から同年５月１０日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２５年法律第１７８号）に規定す
る休日を除く。）の毎日の午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６８－８５５８ 岩見沢市８条西５丁目
北海道空知総合振興局産業振興部農務課
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� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道空知総合振興局産業振興部農務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 岩見沢市８条西５丁目 北海道空知総合振興局５階会議室

（送付による場合は、郵便番号０６８－８５５８ 岩見沢市８条西５
丁目 北海道空知総合振興局産業振興部農務課）

� 入 札 日 時 平成２３年５月１９日（木） 午後１時３０分（送付による場合は、
同月１８日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の公
告の予定時期。
� 名 称 及 び 数 量 複写機 ２０台
� 予 定 時 期 平成２４年１月頃
８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１３０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道空知総合振興局のホームページ（http : //www.

sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm）においてダウンロードす
ることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を

講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
１１ そ の 他

平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道空知総合振興局産業振興部農務課
� 所 在 地 郵便番号０６８－８５５８ 岩見沢市８条西５丁目

電話番号０１２６－２０－００８０
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be produced :

Lease of a Multi Function Printer/Product/Peripheral 1

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., May 19, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than May 18, 2011)

Ｃ Contact : Agricultural Affairs Division, Department of Industrial Promotion,Sorachi General

Subprefectural Bureau,Hokkaido Government, Nishi 5-chome, 8-jo, Iwamizawa 068-8558

Japan

Phone : 0126-20-0080

北海道オホーツク総合振興局告示第５５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年４月８日

北海道オホーツク総合振興局長 武 田 準一郎
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 複写機賃貸借契約その１
ア 物品等の名称
デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ３９，９３０枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その２
ア 物品等の名称
デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ４５，８９０枚（１月当たり）
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� 複写機賃貸借契約その３
ア 物品等の名称
デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 １５，８００枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その４
ア 物品等の名称
デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ８，１６０枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その５
ア 物品等の名称
デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ３，０５０枚（１月当たり）

２ 落札者を決定した日
平成２３年３月７日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�
ア 氏 名 フロンティア株式会社
イ 住 所 斜里郡斜里町港町７番地９

� １の�
ア 氏 名 株式会社タカノ商事
イ 住 所 北見市常盤町６丁目８番地９

� １の�
ア 氏 名 株式会社岩崎
イ 住 所 札幌市中央区北４条東２丁目１番地

� １の�及び�
ア 氏 名 株式会社小柳中央堂
イ 住 所 北見市卸町１丁目５番地１

４ 落札金額
� 複写機賃貸借契約その１

基本料金 １，８００円
複写料金 ２，０００枚まで ２．７０円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．５０円
５，００１枚から２０，０００枚まで ２．３５円
２０，００１枚から５０，０００枚まで ２．００円
５０，００１枚以上 １．８０円

� 複写機賃貸借契約その２
基本料金 ２０，０００円
複写料金 ２，０００枚まで ３．００円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．７０円
５，００１枚から２０，０００枚まで ２．４０円
２０，００１枚から５０，０００枚まで ２．３５円
５０，００１枚以上 ２．３０円

� 複写機賃貸借契約その３
基本料金 ２１，６００円
複写料金 ２，０００枚まで ２．７０円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．７０円
５，００１枚から２０，０００枚まで ２．４０円
２０，００１枚以上 ２．３５円

� 複写機賃貸借契約その４
基本料金 １８，９００円
複写料金 ２，０００枚まで １．５０円

２，００１枚から５，０００枚まで １．５０円
５，００１枚以上 １．５０円

� 複写機賃貸借契約その５
基本料金 １８，９００円
複写料金 ２，０００枚まで １．５０円

２，００１枚から５，０００枚まで １．５０円
５，００１枚以上 １．５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年１月２５日付け北海道オホーツク総合振興局告示第４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課
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� 所在地 網走市北７条西３丁目

道立子ども総合医療・
療 育 セ ン タ ー 告 示

北海道立子ども総合医療・療育センター告示第４０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年４月８日

北海道立子ども総合医療・療育センター長 工 藤 亨
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
平成２３年度北海道立子ども総合医療・療育センター庁舎清掃業務 一式

２ 落札を決定した日
平成２３年３月２４日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社東洋建物興業
� 住 所 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号
４ 落札金額
５３，５５１，２６０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月８日付け北海道立子ども総合医療・療育センター告示第３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課
� 所在地 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６

道教育庁十勝教育局告示

北海道教育庁十勝教育局告示第２３号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年４月８日

北海道教育庁十勝教育局長 秋 山 雅 行
１ 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� 灯油その１（帯広三条・養護・盲） ３２，０００リットル
� 灯油その２（帯広柏葉高校） ２２，０００リットル

� 灯油その３（帯広緑陽高校） ８，０００リットル
� 灯油その４（帯広工業高校） １１，０００リットル
� 灯油その５（帯広農業高校） ８２，０００リットル
� 灯油その６（音更高校） ２２，０００リットル
 灯油その７（上士幌高校） ８，０００リットル
� 灯油その８（鹿追高校） ８，０００リットル
� 灯油その９（更別農業高校） ２２，０００リットル
� 灯油その１２（中札内高等養護学校） ４，０００リットル
� 灯油その１３（幕別高校） ７，０００リットル
� 灯油その１４（池田高校） １４，０００リットル
� 灯油その１５（本別高校） １０，０００リットル
� 灯油その１６（足寄高校） ６，０００リットル
� 灯油その１７（新得高校） ８，０００リットル
� 灯油その１８（清水高校） ２２，０００リットル
� 灯油その１９（芽室高校） １０，０００リットル
２ 落札を決定した日
平成２３年３月２４日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�及び�
ア 住 所 札幌市中央区北１条東３丁目３番地
イ 氏 名 北海道エネルギー株式会社

� １の�、�及び�
ア 住 所 帯広市東５条南２１丁目１番地９
イ 氏 名 株式会社晃陽燃料

� １の�
ア 住 所 帯広市川西町西２線６１番地
イ 氏 名 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし

� １の�
ア 住 所 帯広市大通南２０丁目２０番地
イ 氏 名 北協石油株式會社

� １の、�、�及び�
ア 住 所 室蘭市入江町１番地１９
イ 氏 名 栗林石油株式会社

� １の�及び�
ア 住 所 上川郡新得町栄町２番地
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イ 氏 名 日晃産業株式会社
 １の�
ア 住 所 河西郡更別村更別南１線９１番地
イ 氏 名 有限会社増田商店

� １の�及び�
ア 住 所 中川郡幕別町錦町４２番地
イ 氏 名 有限会社笹井金物店

� １の�
ア 住 所 上川郡清水町南１条１丁目５番地
イ 氏 名 シミックス株式会社

４ 落札金額
� ７７円４０銭
� ７７円５０銭
� ７７円５０銭
� ７７円４０銭
� ７７円６０銭
� ８１円
 ７７円９０銭
� ８１円
� ８２円
� ７９円５０銭
� ７９円７０銭
� ７９円７０銭
� ７７円９０銭
� ８４円
� ８０円
� ８２円
� ７９円８０銭
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月８日付け北海道教育庁十勝教育局告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁十勝教育局道立学校運営支援室
� 所在地 帯広市東３条南３丁目

北海道教育庁十勝教育局告示第２４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年４月８日

北海道教育庁十勝教育局長 秋 山 雅 行
１ 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� Ａ重油その１（帯広柏葉高校） ６６，０００リットル
� Ａ重油その２（帯広三条高校） ５０，０００リットル
� Ａ重油その３（帯広緑陽高校） ４９，０００リットル
� Ａ重油その４（帯広工業高校） ７３，０００リットル
� Ａ重油その５（帯広農業高校） １１７，０００リットル
� Ａ重油その６（帯広養護学校） ７０，０００リットル
 Ａ重油その７（帯広盲学校） １１０，０００リットル
� Ａ重油その８（音更高校） ４８，０００リットル
� Ａ重油その９（上士幌高校） １６，０００リットル
� Ａ重油その１０（鹿追高校） １６，０００リットル
� Ａ重油その１１（芽室高校） ２４，０００リットル
� Ａ重油その１２（清水高校） ４７，０００リットル
� Ａ重油その１３（新得高校） ２３，０００リットル
� Ａ重油その１４（更別農業高校） ３３，０００リットル
� Ａ重油その１６（大樹高校） ２５，０００リットル
� Ａ重油その１７（中札内高等養護学校） １６１，０００リットル
� Ａ重油その１８（幕別高校） ２０，０００リットル
� Ａ重油その１９（本別高校） ３８，０００リットル
� Ａ重油その２０（池田高校） ２２，０００リットル
� Ａ重油その２１（足寄高校） ２２，０００リットル
２ 落札を決定した日
平成２３年３月２４日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�から�まで、、�、�、�及び�
ア 氏 名 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし
イ 住 所 帯広市川西町西２線６１番地

� １の�、�、�、�及び�
ア 氏 名 北海道エネルギー株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条東３丁目３番地

� １の�、�及び�
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ア 氏 名 株式会社晃陽燃料
イ 住 所 帯広市東５条南２１丁目１番地９

� １の�及び�
ア 氏 名 日晃産業株式会社
イ 住 所 上川郡新得町栄町２番地

� １の�
ア 氏 名 三洋興熱株式会社
イ 住 所 帯広市西８条南７丁目１番地

４ 落札金額
� ７６円５０銭
� ７６円５０銭
� ７６円５０銭
� ７６円５０銭
� ７６円４０銭
� ７６円４０銭
 ７６円５０銭
� ７７円８０銭
� ８２円８０銭
� ８０円
� ７７円５０銭
� ７７円４０銭
� ８０円
� ９０円
� ８５円
� ７６円４０銭
� ７７円５０銭
� ７７円５０銭
� ８１円
� ７７円５０銭
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月８日付け北海道教育庁十勝教育局告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁十勝教育局道立学校運営支援室

� 所在地 帯広市東３条南３丁目

道 公 安 委 員 会 規 則

放置違反金に係る納付、督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成２３年４月８日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第６号

放置違反金に係る納付、督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する規則の一部を
改正する規則

放置違反金に係る納付、督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する規則（平成１８年北
海道公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。
題名中「納付」を「納付命令」に改める。
第１条中「同条第１３項」の次に「の規定」を、「同条第１４項」の次に「の規定」を加える。
第２条の見出しを「（放置違反金の納付命令）」に改め、同条第１項中「納付を」を「納
付の」に、「する場合」を「をする場合」に改め、同条第２項中「期限は」を「期限（以下
「納付期限」という。）は」に改め、「する日」の次に「の翌日」を加え、「納付の期限」
を「納付期限」に改める。
第３条第２項中「から」の次に「起算して」を加える。
第４条中「による」を「の規定により」に改める。
第５条中「第５１条の４第１７項」を「第５１条の４第１６項」に、「による」を「その他特別の
事情により」に、「放置違反金納付命令取消通知書（甲）」を「放置違反金納付命令取消通
知書」に改め、「ただし、」を削り、「放置違反金納付命令取消（兼）還付通知書（甲）」
を「放置違反金納付命令取消（兼）還付通知書」に改め、同条第２項を削る。
第６条第１項中「納付の期限」を「納付期限」に、「別記第１０号様式」を「別記第８号様
式」に改め、「納付すべき期限」の次に「（以下「指定納付期限」という。）」を加え、同
条第２項中「前項の規定による督促状によって指定する期限」を「指定納付期限」に改め、
「発する日」の次に「の翌日」を加える。
第７条第１項中「した場合において」を「受けた者が指定納付期限までに放置違反金を完
納しない場合」に、「納付の期限」を「指定納付期限」に、「日数」を「期間の日数」に改
め、「その金額に」を削り、「年１０．７５パーセント」を「年１４．５パーセント」に改め、「金
額に相当する」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、延滞金の額が１，０００円未満であるときはその金額、延滞金の額に１００円未満の端
数があるときはその端数金額は、徴収しない。
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第７条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、放置違反金の額の一部が納付さ

れているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る放置違反金の額は、その納付され

た額を控除した金額とする。

第８条中「放置違反金の」及び「（以下「納付義務者」という。）」を削り、同条第２号

中「納付義務者」を「納付命令を受けた者」に改める。

第９条第１項中「第７条」を「第６条」に、「納付すべき期限」を「指定納付期限」に改

め、「督促状の指定期限後１００日目までに」を削り、同条第２項中「から」の次に「公安委

員会が」を加え、同条第３項中「において」を削り、「別記第１１号様式」を「別記第９号様

式」に改める。

別記第１号様式中「放置違反金 金 円」を「放置違反金 円」に、

「道路交通法第 条第 項違反」を「道路交通法 違反」に、「会計課」を

「会計課（係）」に、「場合、」を「場合は、」に、「納付の期限」を「納付期限」に、

「弁明の内容が認められない等の」を「弁明が認められない」に改め、「〒」及び「電話」

を削る。

別記第２号様式中

「
金 円 の放置違反金の納付命令

」
を

「
の放置違反金の納付命令

」
に、

「道路交通法第 条第 項違反」を「道路交通法第 違反」に、「係担

当）」を「係）」に改め、「〒」及び「電話」を削る。

別記第３号様式から別記第９号様式を次のように改める。

別記第３号様式（第４条関係）

（表）

第 号
年 月 日

仮 納 付 金 返 還 通 知 書

様

公安委員会

あなたから放置違反金に相当する金額の仮納付があった「放置違反金の納付命令に関する件
（第 号）」については、下記の理由により、納付命令をしないこととしたの
で、道路交通法第５１条の４第１２項の規定により通知します。また、あなたから仮納付のあった
下記の金額を返還しますので、同封の「仮納付金返還申出書」を、裏面の仮納付金返還申出書
記載要領に従って記入し、返信用封筒で早急に返送してください。

記

理 由

金 額 円

※ 裏面を必ずご覧下さい。

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。

（裏）

仮納付金返還申出書記載要領

住所、氏名、電話番号を記入し、押印の上、Ａ又はＢの受領方法のいずれか一つを選択
し、番号を○で囲んでください。

１ 口座振り込みを希望する方・・・【Ａを○で囲まれた方】
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下記の事項を記載してください。
� 振込先金融機関店舗名、預金種別（普通預金又は当座預金を指定してください。）、
口座番号
� ゆうちょ銀行への振込みを希望する場合は、店名および店番号を記入してください。
� 申出人と口座の名義人が異なる場合は、同封の委任状に記載の上、申出書とともに
返送してください。
なお、手続を済ませ次第「支払通知書」をお送りしますが、あなたの指定した金融機
関店舗に振込ができないときは、下記２の方法による支払をする場合がありますから、
そのときは、２の方法によりお受け取りください。

２ 銀行又は郵便局での払い渡しを希望する方・・・【Ｂを○で囲まれた方】
� あなたの希望した銀行又は郵便局を受取場所にした「送金通知書」をお送りします
ので、受領後、記載されている払渡銀行又は郵便局で、受取可能期間を確認の上、お
受け取りください。
� 受け取りには、受領した送金通知書、印鑑及び身分証明を持参してください。

※ 「送金通知書」は、書留郵便で送付されます。

照 会 先

別記第４号様式（第４条関係）

仮 納 付 金 返 還 申 出 書

様

年 月 日

〒
住 所
電 話
氏 名 印

金 額 円 番 号 第 号

Ａ
（
口
座
振
込
希
望
）

上記の金額について、下記の私名義の口座に振込みの取扱いをされたく申出しま
す。

記
１ 振込先金融機関店舗名 （銀行・郵便局） 支店

預金種別・口座番号 （普通・当座）

２ 店名・店番号（ゆうちょ銀行の場合）

３ 振込口座名（カタカナ）

Ｂ
（
払
い
渡
し
希
望
）

上記の金額について、私の希望する銀行又は郵便局での受取りの取扱いをされた
く申出します。

記

希望受取先金融機関店舗名 （銀行・郵便局） 支店

※ 住所は、郵便物が届くように詳しく記載し、電話番号は、携帯電話等昼間に連絡がとれる
番号を記載してください。

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。

別記第５号様式（第５条関係）

第 号
年 月 日

放置違反金納付命令取消通知書
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様

公安委員会

あなたに対する放置違反金納付命令（第 号）については、下記の理由
により取り消しましたので通知します。

記

理 由

金 額 円

照 会 先

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。

別記第６号様式（第５条関係）
（表）

第 号

年 月 日

放置違反金納付命令取消（兼）還付通知書

様

公安委員会

あなたに対する放置違反金納付命令（第 号）については、下記の理由
により取り消しましたので通知します。また、あなたから納付されている下記の金額を還付し
ますので、同封の「放置違反金還付申出書」を、裏面の放置違反金還付申出書記載要領に従っ
て記入し、返信用封筒で早急に返送してください。

記

理 由

金 額 円

※ 裏面を必ずご覧下さい。

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。

（裏）
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放置違反金還付申出書記載要領

住所、氏名、電話番号を記入し、押印の上、Ａ又はＢの受領方法のいずれか一つを選択
し、番号を○で囲んでください。

１ 口座振り込みを希望する方・・・【Ａを○で囲まれた方】
下記の事項を記載してください。
� 振込先金融機関店舗名、預金種別（普通預金又は当座預金を指定してください。）、
口座番号
� ゆうちょ銀行への振込みを希望する場合は、店名および店番号を記入してください。
� 申出人と口座の名義人が異なる場合は、同封の委任状に記載の上、申出書とともに
返送してください。
なお、手続を済ませ次第「支払通知書」をお送りしますが、あなたの指定した金融機
関店舗に振込ができないときは、下記２の方法による支払をする場合がありますから、
そのときは、２の方法によりお受け取りください。

２ 銀行又は郵便局での払い渡しを希望する方・・・【Ｂを○で囲まれた方】
� あなたの希望した銀行又は郵便局を受取場所にした「送金通知書」をお送りします
ので、受領後、記載されている払渡銀行又は郵便局で、受取可能期間を確認の上、お
受け取りください。
� 受け取りには、受領した送金通知書、印鑑及び身分証明を持参してください。

※ 「送金通知書」は、書留郵便で送付されます。

照 会 先

別記第７号様式（第５条関係）

放 置 違 反 金 還 付 申 出 書

様

年 月 日

〒
住 所
電 話
氏 名 印

金 額 円 番 号 第 号

Ａ
（
口
座
振
込
希
望
）

上記の金額について、下記の私名義の口座に振込みの取扱いをされたく申出しま
す。

記
１ 振込先金融機関店舗名 （銀行・郵便局） 支店

預金種別・口座番号 （普通・当座）

２ 店名・店番号（ゆうちょ銀行の場合）

３ 振込口座名（カタカナ）

Ｂ
（
払
い
渡
し
希
望
）

上記の金額について、私の希望する銀行又は郵便局での受取りの取扱いをされた
く申出します。

記

希望受取先金融機関店舗名 （銀行・郵便局） 支店

※ 住所は、郵便物が届くように詳しく記載し、電話番号は、携帯電話等昼間に連絡がとれる
番号を記載してください。

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。
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別記第８号様式（第６条関係）
（表）

第 号
年 月 日

督 促 状

様

公安委員会

あなたに対して道路交通法第５１条の４第４項の規定により納付を命令した放置違反金は、納
付期限を経過しても未だ納付されていませんので、同条第１３項の規定により督促します。
下記の指定納付期限までに、同封の「納入通知書及び領収証書」により納付してください。
指定納付期限までに完納されないときは、地方税の滞納処分の例により、あなたの財産を差
し押さえることとなります。
なお、完納された後、この督促状が届いた場合は、行き違いですので御了承願います。

記

年度 違 反 番 号 放置違反金 延滞金

第 号 円 要 す

違 反 の 内 容
（納付命令の理由）

あなたが使用する車両が、次のとおり、放置車両と認められたこと。
○ 違反日時

年 月 日 時 分ころ
○ 違反場所

付近道路
○ 違反車両番号

○ 違反態様
道路交通法 違反

指 定 納 付 期 限 年 月 日

納 入 場 所
○ 北海道指定金融機関及び北海道収納代理金融機関
○ 北海道内各郵便局
○ 北海道警察本部、各方面本部及び全道各警察署の会計課（係）

１ この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づき、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、北海道公安委員会に対し書面を
もって異議申立て（方面公安委員会の行った処分については審査請求）をすることができま
す。

なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日か
ら１年を経過すると不服申立てをすることができなくなります。
２ この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知った日（上記
の異議申立て又は審査請求をしたときは、当該異議申立てに対する決定又は審査請求に対す
る裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海道（訴訟において北
海道を代表する者は北海道公安委員会となります。）を被告として、札幌地方裁判所（又は

地方裁判所）に処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
なお、処分、決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であって
も、処分、決定又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。

※ 裏面を必ずご覧下さい。

注 規格は、Ａ列４番縦長とする。

（裏）

納付に関するお知らせ

１ 放置違反金を納付しない場合は、法令の規定により、車検拒否の対象となります。
２ 放置違反金は、必ず指定納付期限までに納付してください。ただし、指定納付期限が、日
曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月３１日
から翌年の１月３日までの日（休日を除く。）に当たる場合は、これらの日の前日を納付の期
限とします。
取扱いができる時間は、北海道警察本部、各方面本部及び全道各警察署の会計課（係）に
あっては平日の午前８時４５分から午後５時３０分まで、その他金融機関にあっては当該金融機
関が取扱いできる時間となります。
３ 先に送付しました納入通知書及び領収証書は使用せず、今回同封した納入通知書及び領収
証書により、納入場所のいずれかの窓口でお納めください（納入通知書及び領収証書の納入
期限は、当初の期限となっていますが、金融機関等で納付することができます。）。
なお、納付した場合には、納入通知書及び領収証書が当該放置違反金を納付したことを証
する書面になりますので、大切に保管の上、車検拒否を受けた場合に提示してください。
４ 記載されている納入場所に納付できない場合には、現金書留に納入通知書及び放置違反金
を同封し、あなたを送り主として、下記の照会先に送付願います。
５ 本状の指定納付期限の翌日から起算して、納付をした日までの日数に応じ、延滞金が徴収
されます。詳しくは下記「延滞金の算出について」をご覧ください。

延滞金の算出について

北海道における延滞金の算出方法及び端数の考え方については、下記のとおりです。

１ 延滞金の算出方法
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� � � �

� 放置違反金の額は、表面の放置違反金欄に記載している額
� １４．５％は、延滞金の年率
� ３６５は、１年間の日数
� 滞納日数は、督促状による指定納付期限の翌日から起算して、放置違反金を納付した
日までの日数

※ 算出した延滞金の額が１，０００円未満の場合は、支払いの必要はありません。

２ 端数の考え方
１００円未満の端数は、切捨てになります。
（例）延滞金算出の結果１，０９９円となった場合、９９円は切り捨てられ、延滞金の額は、
１，０００円となります。

放置違反金の額 １４．５％ ３６５ 滞納日数 延滞金

照 会 先

別記第９号様式（第９条関係）
（表）

第 号

滞納処分執行者証票

所 属
官 職
氏 名

年 月 日生
年 月 日交付

公安委員会 �

写真貼付欄

５５．０

９０．０

（裏）

この証票は、道路交通法第５１条の４第１４項、第５１条
の５第１項及び第２項の規定による放置違反金等の滞
納処分に関し、質問、検査若しくは捜索又は差押えを
行う執行者であることを証明する。

備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の放置違反金に係る納付命令、督促及び延滞金の徴収並びに滞納
処分に関する規則第７条の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後
に発せられる納付命令に係る放置違反金を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算に
ついて適用し、施行日前に発せられた納付命令に係る放置違反金を完納しない場合に徴収
する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
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